
令和７年４月 22日 

 

保護者の皆様へ 

 

高 知 市 教 育 長 

 

 

水泳授業について 

（高知市教育長メッセージ） 

 

 

日ごろから本市教育にご理解，ご協力をいただき感謝申し上げます。 

令和６年７月５日，長浜小学校児童の水泳授業中に発生した事故を受け，プールにおける安全がしっか

りと確保されるまでは，プールでの活動は実施すべきではないとの判断から，全ての高知市立学校に，令

和６年度の水泳授業及び水泳記録会等，プールに関わる学習活動や行事についての中止をお願いし，各学

校において，プールでの活動を見合わせることとなりました。 

保護者の皆様には，多大なるご心配をおかけしており，心よりお詫び申し上げます。 

令和６年８月 24日，高知市教育委員会に，弁護士，医師，臨床心理士，大学教授，プールの安全に関

する専門家，体育授業に関する専門家の７名で委員を構成する高知市立長浜小学校児童プール事故検証

委員会が設置されました。その後，本検証委員会において，事実及び証拠関係の整理，事故原因の分析，

再発防止策の検討等の審議，協議が重ねられ，令和７年３月 31日，本検証委員会から調査結果や再発防

止策等が記載された「高知市立長浜小学校児童プール事故検証報告書」を受け取りました。改めて本市の

児童生徒の命を預かる立場として，検証の結果を深く受け止め，児童生徒が安全・安心な学校生活を送る

ことができるように様々な施策を講じるとともに，本市の教育活動において二度とこうした事故が起こ

らないようにすることを固く決意いたしました。 

令和７年４月，高知市教育委員会では，令和７年度のプール授業実施に向けて，元小学校長の高知市教

育委員会職員をはじめ，高知県小中学校長会，日本赤十字社高知支部による，実際の水泳指導の経験が豊

富なメンバーで構成された「学校体育・安全支援チーム」を立ち上げました。また，学校において安全・

安心で楽しい水泳授業を行うため，「小学校における水泳授業の安全管理マニュアル」を作成いたしまし

た。 

令和７年度の水泳授業の実施につきましては，安全・安心に行うことを第一としての判断となります

が，今後におきましては，水泳指導にあたる教員や管理職を対象とした安全管理研修会を実施するほか，

各学校における，本マニュアル等に基づいた「水泳授業安全管理指針」作成への指導，助言を行ってまい

ります。また，今後の水泳授業の実施に向けた取組につきましては，本職から改めてお伝えさせていただ

きます。 

高知市教育委員会といたしましては，教育活動において児童生徒の命と安全を守るために最大限の努

力をすることが何よりも重要な使命であることを深く心に刻み，水泳授業の実施について学校との連携

を密に図りながら，児童生徒の命と安全・安心を第一とした取組を進めてまいります。 

本市教育へのご理解とご協力のほど，よろしくお願いいたします。 


